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変革2027を踏まえた新たなジョブローテーションの実施については、前回再び申９号として解明申し入れ（その３）

を行い議論してきました。 

申９号の団体交渉では、中心的には研修内容や教育等に対する考え方などについて議論し、異動や担務変更に伴う見

習期間等においては本人の習熟度や不安申告等にもしっかり対応していくことを確認しました。しかし、一方では車掌

未経験の運転士登用における研修内容等について明確にするよう求めてきましたが、現在検討しているという回答に

終始し、安全・サービスレベルが低下しないとする具体的な根拠が示されず、深掘りした議論とまでは成り得ませんで

した。 

言うまでもなく、今施策を実施する上において決して安全・サービスレベルが低下するような運用にしてはなりませ

ん。それが、今施策の最大の課題と言えます。 

あらためて安全・サービスレベルの維持・向上の観点に踏まえた労使間における信義誠実な議論が必要であると強く

感じています。さらに、現場・組合員の声に真摯に耳を傾け、納得感を持ち働きがいを実感できる施策にするために、

労使双方がお互いの主張を受け入れ、かつ、一致点を見出し共通認識へと高めることが必要不可欠であることから、本

日、要求（その３）として会社に申し入れを行いました。 

変革2027 を踏まえた新たなジョブローテーションの実施 

に関する要求申し入れ（その３） 

本日申し入れる！ 


